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第
一
章 

松
元
町
の
自
然 

   

一
、
位
置 

 

松
元
町
は
、
薩
摩
半
島
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
し
、
東
経
一
三
〇
度

二
六
分
、
北
緯
三
一
度
三
六
分
に
位
置
し
て
い
る
。
東
は
鹿
児
島

市
、
南
は
吹
上
町
及
び
日
吉
町
に
、
西
北
は
伊
集
院
町
に
接
し
て

い
て
、
鹿
児

島
の
中
心
か

ら
約
一
三
キ

ロ
㍍
、
車
で

約
三
〇
分
の

と
こ
ろ
に
あ

る
。
松
元
町

役
場
所
在
地

は
、
松
元
町

上
谷
口
九
八

七
番
地
で
あ

る
。 

 

二
、
面
積 

 

本
町
の
総
面
積
は
、
五
〇
・
四
二
平
方
キ
ロ
㍍
で
、
土
地
区
分

は
昭
和
五
十
五
年
四
月
策
定
の
松
元
町
総
合
振
興
計
画
に
よ
る

と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

     

第
二
節 

地 
 

勢 
 

一
、
地
勢 

 

本
町
の
地
勢
は
、
東
西
に
七
・
四
キ
ロ
㍍
、
南
北
に
一
一
・
○
キ

ロ
㍍
で
ほ
ぼ
三
角
形
を
な
し
、
北
部
か
ら
中
部
に
か
け
て
は
無
数

の
丘
陵
と
数
多
く
の
沢
か
ら
成
り
、
そ
の
丘
陵
は
高
原
台
地
で
大

部
分
が
畑
地
と
林
野
で
あ
る
。
沢
を
な
す
流
域
は
山
田
・
迫
田
を

形
成
し
て
い
る
。
台
地
は
概
ね
標
高
一
五
〇
㍍
か
ら
二
〇
〇
㍍
に

点
在
し
て
い
る
。
南
部
は
標
高
三
〇
〇
㍍
級
の
山
岳
と
渓
谷
か
ら

成
り
、
山
林
と
渓
谷
の
小
流
は
山
田
・
迫
田
を
形
成
し
て
い
る
。

 

土
地
は
、
全
町
の
ほ
と
ん
ど
が
火
山
灰
土
壌
に
よ
る
シ
ラ
ス

で
、
一
部
に
粘
土
質
土
壌
が
シ
ラ
ス
断
層
と
な
り
、
湿
田
及
び
半

湿
田
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
砂
質
壌
土
は
雨
に
も
ろ
く
、
豪
雨

県
内
に
お
け
る
松
元
町
の
位
置 

第
一
節 

位
置
・
面
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に
よ
る
土
砂
崩
れ
の
災
害
を
受
け
や
す
い
。
松
元
町
は
高
い
山
も

な
く
、
大
き
い
川
も
な
い
無
数
の
丘
陵
と
沢
や
渓
谷
か
ら
成
り

立
っ
た
地
勢
と
い
っ
て
よ
い
。
お
も
な
山
地
と
河
川
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。 

            

一
、
気
候
の
概
要 

 

中
高
原
地
区
で
あ
る
た
め
、
気
温
は
比
較
的
低
く
、
年
間
平
均

気
温
は
摂
氏
一
六
・
四
度
、
年
間
降
雨
量
は
二
、
五
〇
〇
㍉
程
度
と

な
っ
て
い
る
。
気
温
は
七
月
が
摂
氏
二
六
・
七
度
で
最
も
高
く
、

最
低
は
一
月
の
摂
氏
五
・
一
度
で
、
初
霜
が
十
月
下
旬
、
晩
霜
が
四

月
中
旬
で
あ
る
。
こ
の
晩
霜
は
時
と
し
て
、
本
町
の
基
幹
作
物
の
一

つ
で
あ
る
一
番
茶
に
大
き
な
被
害
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
又
降

雨
は
六
・
七
・
八
月
に
集
中
し
、
台
風
の
襲
来
と
重
な
る
こ
と
か

ら
住
民
に
直
接
・
間
接
に
与
え
る
被
害
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

二
、
気
象
被
害 

 

気
象
被
害
に
は
風
害
、
塩
害
、
雨
に
よ
る
洪
水
、
が
け
崩
れ
、

雪
害
、
霜
害
、
異
常
気
象
に
よ
る
冷
害
、
旱
魃
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

あ
る
が
、
本
町
の
場
合
は
台
風
と
梅
雨
期
の
大
雨
に
よ
る
被
害
が

最
も
大
き
い
。
特
に
本
町
に
限
ら
ず
全
県
を
挙
げ
て
台
風
禍
は
大

き
な
被
害
を
与
え
て
い
る
。
終
戦
後
の
主
な
台
風
は
、
資
料
編
に

収
め
て
あ
る
。 

     

一
、
人
口
の
推
移 

 

昭
和
五
十
年
度
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
本
町
の
人
口
は
八
、

六
一
六
人
、
内
男
四
、
一
二
五
人
、
女
四
、
四
九
一
人
で
、
世
帯
数

は
二
、
七
一
一
戸
、
人
口
密
度
は
一
七
二
人
で
あ
る
。
一
世
帯
構

成
人
員
は
、
昭
和
二
十
五
年
の
四
・
八
人
を
は
る
か
に
下
回
り
、

三
・
四
人
に
な
っ
て
お
り
、
全
国
平
均
に
近
い
数
値
を
示
し
て
い

る
。 

第
三
節 

気 
 

象 

第
二
章 

人
口
と
自
然
の
利
用 

第
一
節 

人 
 

口 
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日
置
郡
誌
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
に
よ
る
と
、
大
正
十
年

十
二
月
末
現
在
の
本
籍
戸
数
は
一
、
三
三
七
戸
、
本
籍
人
口
は
男

四
、
六
九
〇
人
、
女
四
、
七
三
二
人
、
計
九
、
四
二
二
人
、
現
住
人
口

は
男
三
、
八
五
八
人
、
女
四
、
〇
一
九
人
、
計
七
、
八
七
七
人
と

な
っ
て
い
る
。
本
籍
人
口
は
一
戸
当
た
り
平
均
七
・
○
人
、
現
住

人
口
は
一
戸
当
た
り
平
均
五
・
五
人
で
、
一
戸
当
た

り
平
均
一
・
五
人
が
町
外
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
他
市
町
へ
の
出
寄
留
を
数
で
示
す

と
、
男
七
四
九
人
、
女
七
四
三
人
、
計
一
、
四
九
九

人
、
他
に
軍
人
、
国
外
居
住
者
二
〇
五
人
、
合
計
一
、

七
〇
四
人
が
村
外
に
居
住
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
か
ら
六
十
年
経
過
し
た
昭
和
五
十
五
年
と

比
較
し
て
み
る
と
、
戸
数
（ 

 
 
 
 
 

）
は
約

半
分
で
あ
る
が
、
人
口
は
七
百
余
人
少
な
い
だ
け
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
核
家
族
化
の
現
状
を
は
っ
き
り

と
示
し
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 

戦
後
の
急
激
な
人
口
増
は
、
復
員
・
引
揚
者
の
帰

村
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
十
年
の
一
〇
、

〇
六
八
人
を
ピ
ー
ク
に
漸
次
減
少
を
辿
っ
て
い
た

が
、
昭
和
五
十
一
年
以
降
再
び
上
昇
を
見
る
よ
う
に

な
っ
た
。
昭
和
五
十
五
年
度
国
勢
調
査
で
は
、
昭
和

五
十
年
に
比
し
、
一
、
四
〇
五
人
の
増
を
示
し
、
増

大
正
十
年
は
戸
数
、
昭 

和
五
十
五
年
は
世
帯
数 

大
正
十
一
年
十
二
月
、
日
置
郡
役
所
刊 

昭
和
四
十
九
年
一
月
、
名
箸
出
版
発
行 
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加
率
一
九
・
五
㌫
で
県
下
で
は
姶
良
町
の
二
一
・
八
㌫
に
次
い
で
第

二
位
の
増
加
率
で
、
第
三
位
国
分
市
の
一
一
・
九
㌫
、
第
四
位
鹿

児
島
市
一
〇
・
六
㌫
と
続
い
て
い
る
。 

 

五
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
は
、
本
町
諸
政
策
の
基
礎
数

字
と
し
て
各
種
の
行
政
推
進
に
使
わ
れ
る
、
い
わ
ば
本
町
の
方
向

を
見
出
す
極
め
て
大
切
な
調
査
資
料
で
あ
る
。
ま
ず
住
宅
問
題
、
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交
通
網
の
整
備
、
防
災
対
策
、
上
水
道
の
整
備
な
ど
の
問
題
を
解

決
し
て
い
く
上
で
極
め
て
大
事
な
も
の
で
あ
る
。 

二
、
将
来
へ
の
展
望 

 

最
後
に
将
来
の
展
望
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
人
口

増
の
原
因
を
み
る
と
、
自
然
増
か
ら
社
会
増
型
へ
と
移
行
し
て
き

て
い
る
。
小
規
模
団
地
な
ど
の
造
成
に
よ
り
町
外
か
ら
の
転
入
者

が
多
く
な
っ
て
い
る
。
嘱
託
区
別
に
み
て
も
、
過
半
数
を
町
外
か

ら
の
転
入
者
で
占
め
る
折
尾
地
区
、
仁
田
尾
地
区
、
こ
こ
数
年
横

ば
い
の
地
区
な
ど
あ
り
、
今
後
嘱
託
区
再
編
成
の
問
題
や
そ
の
他

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。 
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又
五
十
万
都
市
鹿
児
島
市
を
中
心
に
、
そ
の
近
郊
に
人
口
が
集

中
す
る
状
況
が
著
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
本
町
も
鹿
児
島
市
近
郊

町
と
し
て
例
外
で
は
な
い
。
住
み
よ
い
環
境
と
交
通
網
の
整
備
に

よ
る
好
条
件
か
ら
今
後
も
増
加
の
傾
向
を
続
け
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
無
計
画
に
放
任
し
て
お
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
の

                 

で
、
町
と
し
て
も
昭
和
五
十
五
年
四
月
、
「
松
元
町
総
合
振
興
計

画
」
が
策
定
さ
れ
、
人
口
問
題
も
適
切
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。 
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一
、
土
地
の
利
用 

 

本
町
の
一
八
・
四
㌫
を
占
め
る
農
用
地
に
つ
い
て
は
、
農
業
振

興
地
域
の
設
定
、
あ
る
い
は
農
用
地
と
し
て
農
地
法
、
そ
の
他
法

規
制
が
あ
る
の
で
、
宅
地
そ
の
他
の
用
途
に
転
用
さ
れ
る
割
合
は

比
較
的
少
な
い
。
森
林
並
び
に
原
野
は
六
五
・
一
㌫
を
占
め
て
い

る
が
、
南
部
地
区
を
除
い
て
一
部
で
宅
地
開
発
の
対
象
と
さ
れ
、

長
期
的
経
済
性
、
財
政
的
保
有
、
あ
る
い 

は
森
林
の
も
つ
多
面
的
な
機
能
が
失
わ
れ 

つ
つ
あ
る
。
宅
地
は
四
・
四
㌫
を
占
め
て 

い
る
が
、
鹿
児
島
近
郊
と
い
う
立
地
条
件 

が
本
町
に
小
規
模
宅
地
開
発
と
い
う
形
で 

表
面
化
し
て
き
て
い
る
。
宅
地
開
発
は
上 

伊
集
院
駅
を
中
心
に
鹿
児
島
市
界
に
広
が 

り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
交
通
の
利
便
と
鹿 

児
島
市
の
市
街
化
調
整
区
域
か
ら
の
締
め 

出
し
の
結
果
と
い
え
る
。
昭
和
四
十
五
年 

か
ら
五
十
五
年
ま
で
の
十
年
間
に
折
尾
地 

区
で
約
二
倍
、
仁
田
尾
地
区
で
約
三
倍
の 

人
口
増
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
傾
向
は
当 

分
続
く
も
の
と
見
ら
れ
る
。
本
町
の
地
勢 

が
台
地
と
沢
、
あ
る
い
は
山
地
と
渓
谷
と
い
っ
た
起
伏
の
激
し
い

と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
、
住
居
地
域
、
農
業
地
域
、
商
業
地
域
、
工

業
地
域
と
い
っ
た
具
合
に
利
用
区
分
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
あ

る
。 

 

土
地
価
格
の
高
騰
は
土
地
の
有
効
利
用
を
阻
害
す
る
要
因
と

な
っ
て
い
る
。
特
に
道
路
拡
幅
改
良
、
農
用
地
の
拡
大
、
公
共
施

設
の
整
備
計
画
な
ど
に
そ
の
影
響
が
大
き
い
。
又
労
働
人
口
が
一

次
産
業
か
ら
二
次
、
三
次
産
業
へ
移
転
す
る
中
で
、
作
目
の
粗
放

第
二
節 

自
然
の
利
用 
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栽
培
、
休
耕
地
、
荒
廃
地
、
山
林
転
用
な
ど
、
農
業
の
生
産
基
盤

で
あ
る
農
地
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
の
が
実
情
で
あ
る
。 

 
土
地
は
限
ら
れ
た
資
源
で
あ
り
、
生
活
及
び
生
産
の
た
め
の
基

盤
で
あ
る
。
ま
た
土
地
利
用
を
適
性
か
つ
合
理
的
に
進
め
て
い
く

こ
と
は
、
町
政
発
展
の
基
本
的
事
項
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
本

町
の
も
つ
特
性
を
的
確
に
見
極
め
、
十
分
な
有
効
利
用
を
図
る
た

め
、
本
町
と
し
て
の
具
体
的
な
計
画
を
策
定
し
、
調
和
の
と
れ
た

土
地
利
用
を
推
進
す
る
よ
う
努
力
さ
れ
て
い
る
。 

 

目
下
国
土
調
査
計
画
に
基
づ
く
地
籍
調
査
事
業
が
進
め
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
事
業
は
経
済
基
盤
、
生
活
基
盤
の
基
礎
で
あ
る
。

土
地
の
実
態
を
科
学
的
か
つ
総
合
的
に
把
握
し
、
開
発
、
保
全
及

び
土
地
の
高
度
利
用
に
資
す
る
た
め
、
昭
和
四
十
七
年
度
か
ら
実

施
さ
れ
て
い
る
が
、
国
の
財
政
的
な
理
由
か
ら
国
庫
補
助
が
大
幅

に
圧
縮
さ
れ
、
当
初
の
計
画
ど
お
り
に
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

本
町
の
場
合
、
全
国
の
進
捗
状
況
に
対
し
極
め
て
良
好
な
実
績
を

示
し
、
近
く
完
了
の
予
定
で
あ
る
。
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
正
確
な

地
籍
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
町
内
の
地
籍
調
査
事
業
の
実

施
状
況
を
示
す
と
、
第
２
表
の
通
り
で
あ
る
。 

二
、
水
の
利
用 

１ 

水
道
用
水 

 

本
町
で
は
住
居
の
大
部
分
が
台
地
に
あ
る
た
め
、
飲
料
水
は
沢

又
は
渓
谷
に
お
り
て
共
同
井
戸
か
ら
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
家
事
労
働
の
一
つ
の
大
き
な
分
野
を
占
め
て
い
た
。
昭

和
二
十
九
年
九
月
、
四
元
地
区
を
皮
き
り
に
町
簡
易
水
道
が
町
内

九
地
区
に
開
設
さ
れ
、
ほ
か
に
民
営
に
よ
る
飲
料
水
給
水
施
設
が

一
カ
所
、
地
区
運
営
が
一
カ
所
、
そ
の
他
四
、
五
戸
共
同
利
用
に

よ
る
給
水
施
設
が
数
カ
所
あ
り
、
水
汲
み
労
働
の
辛
さ
は
昔
語
り

と
な
っ
た
。
現
在
の
簡
易
水
道
の
水
源
は
、
ボ
ー
リ
ン
グ
が
四
カ

所
、
湧
水
に
よ
る
集
積
が
五
カ
所
、
他
は
流
水
又
は
深
井
戸
で
あ

る
。
福
山
、
内
田
上
、
平
田
地
区
の
浅
井
戸
、
流
水
に
よ
る
供
給

施
設
は
環
境
衛
生
的
に
見
て
改
善
す
べ
き
点
を
残
し
て
い
る
。

 

本
町
で
は
、
地
勢
的
に
分
水
嶺
に
あ
た
る
た
め
、
揚
水
す
る
だ
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け
の
河
川
が
な
く
、
利
用
ダ
ム
や
上
水
道
施
設
に
は
、
大
き
な
経

費
を
要
す
る
し
、
簡
易
水
道
だ
け
で
は
人
口
増
に
対
し
給
水
能
力

に
限
界
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。 

２ 

農
業
用
水 

 

地
勢
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
町
に
は
川
ら
し
い
川
を
も
た

な
い
た
め
に
水
利
に
は
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
春
山
地
区
に
畑
か
ん

事
業
と
し
て
昭
和
四
十
一
年
に
二
〇
㌶
整
備
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は

一
部
の
利
用
で
高
度
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か

し
本
町
の
高
原
台
地
の
茶
、
野
菜
の
振
興
に
は
、
肥
培
管
理
、
降

灰
対
策
上
水
は
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
解
決
の
た
め
に
、
長
期
計
画
の
中
で
ダ
ム
の
建
設
を
し
て

           

農
業
用
水
の
確
保
を
図
ろ
う
と
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
か
ら
調
査

が
は
じ
ま
り
、
既
に
一
応
の
調
査
が
終
わ
っ
て
い
る
。 

３ 

工
業
用
水 

 

本
町
内
で
現
在
多
量
の
水
を
必
要
と
す
る
企
業
は
一
工
場
で
、

こ
の
工
場
は
深
井
戸
に
よ
る
自
給
体
制
を
と
っ
て
い
る
。
他
の
工

場
は
生
活
用
水
程
度
の
水
の
使
用
量
で
あ
り
、
町
簡
易
水
道
か
ら

の
給
水
程
度
で
事
足
り
て
い
る
。
水
資
源
不
足
の
た
め
本
町
で
は

水
を
多
量
に
使
用
す
る
企
業
の
誘
致
は
不
可
能
だ
が
、
飲
料
水
と

と
も
に
工
業
用
水
は
今
後
大
き
な
課
題
と
し
て
、
解
決
を
迫
ら
れ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。 


